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(57)【要約】
【課題】　小線源照射療法において、針、カテーテル又
は他の手段に放射性シード及び場合によってスペーサを
装填するためのデバイスの提供。
【解決手段】　ディスペンスポートに連絡するＹ字形状
のチャンネルネットワークを規定するローダーボディ部
、シード挿入ポートとディスペンス経路との間に延びる
シード経路を有するチャンネルネットワークの第１の脚
部、及びスペーサ挿入ポートとディスペンス経路との間
に延びるスペーサ経路を有するチャンネルネットワーク
の第２の脚部を有してなり、ディスペンスポートはディ
スペンス経路の開口端部を規定する、コンテナーにシー
ド及びスペーサを装填するローダーデバイス。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスペンスポートに連絡するＹ字形状のチャンネルネットワークを規定するローダー
ボディ部、シード挿入ポートとディスペンス経路との間に延びるシード経路を有するチャ
ンネルネットワークの第１の脚部、及びスペーサ挿入ポートとディスペンス経路との間に
延びるスペーサ経路を有するチャンネルネットワークの第２の脚部を有してなり、ディス
ペンスポートはディスペンス経路の開口端部を規定することを特徴とする、コンテナーに
シード及びスペーサを装填するローダーデバイス。
【請求項２】
　ローダーボディ部は、コンテナを脱着可能に受容するためにディスペンスポートの周り
にコンテナアダプターを規定して、チャンネルネットワークの中をシード及びスペーサを
通過させることを特徴とする請求項１記載のローダーデバイス。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者への適用前に、針、カテーテル又は他の手段に放射性シード及び場合に
よってスペーサを装填（load）するためのデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　小線源照射療法（brachtherapy）、例えば患者の体内に（「シード（seeds）」として
知られる）放射性源（radioactive sources）を永久的に移植することによる前立腺(pros
trate)癌の治療には、一般に、規定された３Ｄアレイで一人の患者あたり、８０～１００
のシードを適用する必要がある。これらのシードは、２つの異なる方法によって植え付け
ることができる。米国特許第５,２４２,３７３号から知られている１つの方法では、ディ
ッシュから遊離したシードと生分解性のスペーサ（例えばガット(catgut))とを、手作業
で交互に拾い上げてシードプラグが組み立てられる。スペーサは、シードどうしの間に必
要な間隔をもたらすために、シードどうしの間に所望の長さにて配される。組み立てられ
たプラグは、その後、針を通して患者に埋め込まれる。この方法の問題点は、プラグを製
作する人が、ディッシュ内の遊離したシードからの放射線に曝されること、及びシードを
埋め込み針に装填する際に放射線に曝されることである。更なる問題点は、かなりの数の
シード及びスペーサを個々に取り扱って、それぞれを所望される端と端を接した状態の「
プラグ(plug)」を形成するように正しい向きに組み立てる必要があることである。シード
／スペーサはいずれも小さく、例えば一般に４～６ミリメートルの長さであって、このこ
とは、手作業による取り扱いに時間がかかることにもつながり、放射線量の危険を伴うこ
とになる。尤も、この方法は、事前に形成されたプラグによって患者に複数種のシードを
一度に埋め込むことができ、処置室で費やす時間が短くなり、シードの間隔を埋め込み前
にチェックすることができるという利点を有している。この方法のその他の問題点は、ス
ペーサの使用を必要とすることである。緩く供給されるスペーサは、不均一に、例えば長
さが不揃いであったり、ほつれた端部を有していたり、高い湿度に曝されると膨潤したり
、乾燥すると静電気を帯びたり、見難かったり、又は供給者によっては特性が異なったり
という問題点をもたらし得る。
【０００３】
　米国特許第５,８６０,９０９から知られるもう１つの方法では、個々のシードは、患者
の組織から小さいステップで後退させられた針を通して埋め込まれ、各後退ステップの後
でシードは組織に注入される。この方法では、各シードを注入した後で針を後退させる程
度によってシードどうしの間隔が決められるので、スペーサは必要とされない。この２つ
目の方法の実施に一般的に用いられるデバイスは、「ミック・アプリケータ(Mick Applic
ator)」（登録商標）と称されている。「ミック・アプリケータ」（登録商標）に用いる
ための個々のシードの取り扱いを容易にするため、「ミック・カートリッジ(Mick Cartri
dge)」（登録商標）と称されるステンレス鋼又はプラスチック製のマガジンに事前にパッ
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ケージされて、複数のシードが供給されている。この方法では、マガジンの正面の開口部
の直接的正面を除いて、マガジンが実質的な放射線遮蔽を提供するので、オペレーターが
曝される放射線はより少ないものとなる。しかしながら、この方法は、各シードを個々に
埋め込んで、針は次のシードを埋め込む前に正確な距離だけ後退させる必要があるので、
上述の１つ目の方法と比べて、処置室においてより長い時間を費やす必要があるという問
題点を伴っている。更に、シードどうしの間の空間的な分離を確認することは困難である
。本発明の目的は、シードを埋め込むための従来技術におけるデバイスおよび方法の問題
点を解消することである。
【特許文献１】米国特許第５９０６５７４号明細書
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明によれば、シード埋め込み針に装填するための従来技術のデバイスおよび方法に
おける問題点の少なくともいくつかは、本発明のローダーデバイスおよびそのデバイスに
シード埋め込み針を装填するために用いる方法にいよって解消する。デバイスおよびそれ
を用いることによって、オペレーターは、曝される放射線照射を最小として、埋め込み用
のシード針を素早く、容易にかつ正確に装填することが可能となる。
【０００５】
　デバイスは、マガジンによってスペーサが保護されるという利点を有するスペーサマガ
ジンを含むことが望ましく、スペーサがスペーサマガジンに適するということによって、
スペーサに課される少なくともいくつかの寸法的要求、例えば許容される最大長さよりも
短い長さ、御許容される最大直径よりも小さい直径を有することを満足することが確保さ
れる。スペーサは生分解性のスペーサであって、生体吸収性の合成材料によって形成され
ることが望ましい。スペーサマガジン内のスペーサは滅菌状態であることが望ましい。同
様に、シードマガジンは、滅菌状態のシードを収容すること、及び滅菌状態保全性包装材
料によって包装されていることが望ましい。
【０００６】
　本発明は、コンテナにシード及びスペーサを装填するためのローダーデバイスを提供す
る。ローダーデバイスは、細長いシードの経路、細長いスペーサの経路、及びディスペン
ス経路を含むチャンネルネットワークを規定するローダーボディ部を有している。シード
及びスペーサの経路はそれぞれ、ディスペンス経路の第１の開口端部と第１の末端部の間
で流体が流通し得るように連絡して延びている。ローダーボディ部は、ディスペンス経路
と流体が流通し得るディスペンスポートを規定する。ローダーボディ部は、更に、シード
ディスペンスポートを有しているシードカートリッジを収容するためのシードカートリッ
ジポートを規定する。ローダーボディ部は、レジストリのシードディスペンスポートをシ
ード経路の１つの開口端部と位置合わせ及び位置決めする手段を有している。スペーサポ
ートは、スペーサ経路の１つの端部と流体が流通し得るように連絡している。シードプラ
ンジャーによってシードカートリッジからシード経路の開口端部にシードがディスペンス
されると、シードカートリッジからディスペンスされたシードは、シード経路を通ってデ
ィスペンス経路へ送られる。
【０００７】
　ローダーボディ部は、スペーサディスペンスポートを有するスペーサカートリッジを収
容するためのスペーサカートリッジ開口部を更に規定することができる。ローダーボディ
部は、レジストリのスペーサディスペンスポートをスペーサ経路の１つの開口端部と位置
合わせ及び位置決めする手段を有し得る。スペーサプランジャーによってスペーサカート
リッジからスペーサ経路の開口端部にスペーサがディスペンスされると、スペーサカート
リッジからディスペンスされたスペーサは、スペーサ経路を通ってディスペンス経路へ送
られる。
【０００８】
　ディスペンスポートは、ディスペンス経路へ送られるシード及びスペーサを受容するた
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めのコンテナを脱着可能に受容するコンテナアダプターによっても更に規定され得る。コ
ンテナは、例えば細長い中空の針を含むシード又はスペーサ用の種々の有用なホルダの形
態であってよい。ローダーボディ部は、ディスペンス経路へ送られるシード及びスペーサ
を視認できるように、チャンネルネットワークの少なくとも一部を規定する透明な窓部を
更に有することができる。
【０００９】
　本発明のローダーデバイスは、ディスペンス経路内で選択的に位置決めできる脱着可能
な封止手段を更に有することができる。脱着可能な封止手段は、ディスペンス経路内のシ
ード及びスペーサをディスペンスポートを通して通過させることを防止する第１の状態と
、ディスペンス経路内のシード及びスペーサをディスペンスポートを通して通過させるこ
とを許容する第２の状態との間で動かすことができる。窓部と脱着可能な封止手段とを組
み合わせることによって、ユーザーはシード及びスペーサを中空の針の中へ装填する前に
、シード及びスペーサの列が適切な順であることを目視的に確認することができる。
【００１０】
　本発明は、重力の作用下でシード及びスペーサがディスペンスポートを通過し得るよう
な向きにローダーボディ部を保持するためのスタンドアッセンブリを提供することをも意
図している。スタンドアセンブリは、ユーザーが自らローダーデバイスを支持する必要を
伴わずに、シード及びスペーサを装填することを可能とする。スタンドアッセンブリは、
ベース部材、及び、該ベース部材とローダーボディ部との間に延びる長尺の脚部を有して
いる。スタンドアッセンブリは、ユーザーが、コンテナアダプターに取り付けられた容器
（コンテナ）とユーザーとの間に延びる第１の状態と、コンテナアダプターに取り付けら
れた容器（コンテナ）にユーザーがアクセスできる第２の状態との間で、脚部に対して脱
着可能に取り付けることができる遮蔽部材を更に有することができる。スタンドアッセン
ブリは、不注意によってローダーデバイス又はコンテナから放出されるシード又はスペー
サを捕捉又は保持するために、ディスペンスポートの下方でベース部材に位置する流出物
保持カップを更に有することができる。
【００１１】
　本発明は、ディスペンスポートにＹ字形状のチャンネルネットワーク開口部を規定する
ローダーボディ部を有する、コンテナの中にシード及びスペーサを装填するためのローダ
ーデバイスを更に提供する。チャンネルネットワークの１つの脚部は、シード挿入口とデ
ィスペンス経路との間で延びるシード経路を有している。チャンネルネットワークのもう
１つの脚部は、スペーサ挿入口とディスペンス経路との間で延びるスペーサ経路を有して
いる。ディスペンスポートはディスペンス経路の開口端部を規定する。ローダーボディ部
は、ディスペンスポートの周りで、チャンネルネットワークを通過するシード及びスペー
サ用のコンテナを脱着可能に受けるコンテナアダプターを規定し得る。
【００１２】
　本発明は、（ｉ）ローダーデバイスに、ボディ部、シードマガジン収容及び位置決め手
段、シードマガジンからシードを排出させるシードディスペンス手段、ディスペンスポー
トに連絡するシード移送経路、及びディスペンスポートに連絡するスペーサ移送経路を設
ける工程；（ii）１又はそれ以上のシードを含むシードマガジンをシード移送経路に取り
付け、前記ディスペンスポートを通してシードをディスペンスする工程；（iii）スペー
サを前記スペーサ移送経路内に配する工程；及び（iv）前記開口部を通してスペーサをデ
ィスペンスする工程を含むシード及びスペーサを装填するための方法を更に提供する。こ
の方法は、（ｖ）ローダーデバイスに、スペーサマガジン収容及び位置決め手段を設ける
工程；（vi）スペーサを含むスペーサマガジンを、スペーサマガジン収容及び位置決め手
段に取り付ける工程；（viii）スペーサを前記スペーサ移送経路内に排出する工程；及び
（ix）前記ディスペンスポートを通してスペーサをディスペンスする工程
を含むこともできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
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　図１及び２はそれぞれ、本発明のローダーデバイス１の１つの態様における正面図及び
側面図を示している。これらの図は、説明の便宜上、内部の特徴的事項を正しい縮尺では
示していない。本発明のローダーは、シード・インプラント針の調製を促進するためのも
のであって、シードを患者に直接的適用に用いることは意図していない。ローダー１は長
尺のボディ部３を備えており、ボディ部３は、広い前方表面５’及び後方表面５”、第１
の短い表面７’及び第２の短い表面７”、並びに上側端部表面９’及び下側端部表面９”
を有している。ボディ部３には、上側端部表面９’の表面にある開口部６から、下側端部
表面９”のディスペンスポート８へ、直径をＤ１、Ｄ２、Ｄ３と段階的に（段付き形状に
）変化させて延びる細長いスルーホール１１が設けられている。スルーホール１１の直径
Ｄ１は、上側端部表面９’から、スルーホール１１をほぼ３分の１程降下した部分から始
まる中間部分１５へ延びる上側部分１３において最も大きい。中間部分１５は中間の直径
Ｄ２を有しており、上部の部分１３の下側端部からスルーホール１１をほぼ半分降下した
部分まで延びている。スルーホール１１の直径Ｄ３は、中間部分１５の下側端部から下側
端部表面９”へ延びる下側部分１７において最も狭くなっている。下側部分１７は、ディ
スペンスポート８へシードを導くためのシード移送経路として機能するためのものである
。上記の説明における方向は、上側端部表面９’が最も上側に位置して、ローダーが実質
的に垂直な姿勢に保たれる、所望の動作方向にローダー１がある場合の構成について言及
していることに注意されたい。
【００１４】
　ボディ部３は、その中に収容する放射性シードから発せられる放射線からオペレータを
保護するのに適する厚さを有する、放射線遮蔽材料により形成されている。ボディ部３の
第１の短い表面７’には、側方開口部１９が設けられている。この開口部１９は、標準的
なシードマガジン（図示せず）を受容するために適用される凹部２３へ連絡する。凹部２
３は、シードマガジンのボディ部を受容するのに適合する直径Ｄ４を有する第１の円筒形
状部分２５、並びにシードマガジンの四角形の設置アームを受け入れ及び保持するのに適
合する四角形形状部分２７を有している。四角形形状部分２７は、スルーホール１１とそ
の下側端部表面９”から約３分の１付近にて交差する。円筒形状部分２５及び四角形形状
部分２７の長さ及び向きは、シードマガジンを凹部２３に十分に挿入した後、（以下に説
明する）シードマガジン内のシードディスペンスポートがスルーホール１１に位置合わせ
されるように調整されている。
【００１５】
　広い前方表面５’には、スルーホール１１の出口部８に内部シュート３３によって接続
されるスペーサ受容凹部３１に続くスペーサ入口開口部２９の形態のスペーサ移送経路が
設けられている。開口部２９は、スペーサ（図示せず）を凹部３１の中へ容易に装填する
ことができるように十分な大きさを有する。スペーサ受容凹部３１の底部分３５は、スペ
ーサをシュート３３の中に容易に入れることができるように、ロート形状であることが望
ましい。シュート３３の直径は、シュート３３を通してスペーサを出口部８へ移送するこ
とができるように、スペーサの直径より大きく設けられている。
【００１６】
　スルーホール１１は、シードディスペンス手段、例えば図１及び２に立てた状態で示す
段付き円筒形状プランジャー３７を受容することができる。プランジャー３７は、Ｄ１よ
り小さく、Ｄ２より大きい直径Ｄ５、及びスルーホール上側部分１３の長さと同じか又は
それより長い長さを有する上側部分３９を有している。上側部分３９は、Ｄ２より小さく
、Ｄ３より大きい直径Ｄ６、及びスルーホール中間部分１５の長さとほぼ同じか又はそれ
より長い長さを有する同心状の中間部分４１に連絡している。中間部分４１は、Ｄ３より
小さく、且つ、シードマガジン内のシードディスペンスポートの直径よりも小さい直径Ｄ
７を有する同心状の下側部分４３に連絡している。下側部分４３は、スルーホール中間部
分１５から四角形形状部分２７の底部表面までの長さとほぼ同じか又はそれより長い長さ
を有している。プランジャーの各部分３９、４１、４３及びスルーホールの各部分１３、
１５、１７の長さは所望に応じて変更することができる。唯一の要件は、図１及び２に示
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すように、プランジャー下側部分４３が凹部２３内に配されるシードマガジンのシードデ
ィスペンスポートの上方にプランジャー下側部分４３が位置するシード装填上側位置へプ
ランジャー３７を引き込むことを可能なようにし、並びに、図３に示すように、凹部２３
内に配されるシードマガジンのシードディスペンスポートを通ってプランジャー下側部分
４３が延びるディスペンス下側位置へプランジャー３７を押し下げることも可能となるよ
うに設定することである。これによって、シードディスペンスポート内に位置するシード
をスルーホール１１の中を通して落とし、出口部８へ及び出口部８を通して降下させるこ
とができる。プランジャー３７には、スルーホール１１の下側部分に望ましくない物質が
入ることを防止するために、シール手段４５、例えばＯ－リングが設けられることが望ま
しい。プランジャー３７の上側端部には、プランジャー上側部分３９の面積よりも大きい
面積を有し、プランジャー３７を持ち上げたり押し下げたりするのに用いることができる
操作表面４７を設けることができる。所望する場合には、プランジャー３７に弾性的手段
、例えばバネ４９を設けることができ、その弾性的手段はプランジャー３７の位置を上側
装填位置に偏らせることができる。
【００１７】
　スルーホールの下側端部には、アダプター手段、例えばネジ付きボス５１若しくはルア
ー針フィッティング等が設けられており、そこに埋め込み針又はカプセル又は他のコンテ
ナーを取り付けることができる。ユニバーサルアダプターを設けることもできる。
【００１８】
　図５及び６は、それぞれ本発明のローダーデバイスに取り付けることができるシードマ
ガジン５３又はスペーサマガジン５３Ａの側面図及び端面図を示している。マガジン５３
／５３Ａは、六角形の断面を有し、長い中空のボディ部５５を有している。他の断面形状
、例えば、円形、正方形、楕円形等を採用することもできる。放射性シードを収容するた
めに使用する場合、ボディ部５５は、放射線遮蔽特性を有する材料、例えば、鉛添加プラ
スチック、ステンレス鋼、鉛ガラス、鉛、タングステン等の材料によって形成することが
望ましい。ボディ部の第１の装填端部は脱着可能なエンドプレート５７によって封止され
ているが、他方の端部には長手方向に突出する２つの設置アーム６１どうしの間に配され
て、シード又はスペーサディスペンス用出口部５９が設けられている。出口部５９は、設
置アーム６１を通してあけられた縦方向のシードディスペンスポート６３を有している。
シード６５又はスペーサ６５Ａはマガジン５３／５３Ａの中で整列させられ、マガジン５
３／５３Ａ内の弾性的手段、例えばバネ６７によって、孔部６３の方へ押される。バネ６
７によってもたらされる力は、孔部６３の壁部と孔部６３内のシード６５若しくはスペー
サ６５Ａとの間の摩擦によって、シード６５若しくはスペーサ６５Ａが孔部６３から重力
の作用によって落下することを防止するのに十分な大きさである。
【００１９】
　スペーサ用のマガジン５３Ａには、生体吸収性の合成材料によって形成されることが所
望のスペーサ６５Ａが入れられることが好ましい。従来技術のスペーサは、腸線（動物起
源の材料であって、規制や需要者の受け入れの観点からあまり望ましいものではなかった
）によって形成されていた。そのような生体吸収性の合成材料の例には、約９０％のポリ
グリコール酸及び約１０％のポリラクチドからなるVicryl（登録商標）がある。スペーサ
材料は、オートクレーブ処理による加熱殺菌又は乾式加熱殺菌に用いられる温度に対する
耐性を有することが望ましい。スペーサ６５Ａは、Tyvek（登録商標）等のような滅菌状
態保全性包装材料によって滅菌マガジン５３Ａ内で滅菌状態で供給することもできる。滅
菌状態は、使用するスペーサの組成物に応じて、いずれかの好適な方法、例えば加熱又は
エチレンオキシドガスに曝すこと（この場合において、マガジンを包装した後に滅菌処理
をするのであれば、ガス透過性包装材料が必要である）によって行うことができる。事前
包装された滅菌状態のスペーサによれば、使用する前に、オペレータが自分でマガジン５
３Ａに装填したり、スペーサを滅菌するために時間を消費したりする必要がないという利
点がある。これによって、滅菌状態のスペーサが用いられることが確保される。
【００２０】
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　同様に、シード６５も、シード５３用のマガジンに事前装填されて、滅菌状態で供給す
ることができる。このマガジン５３は、Tyvek（登録商標）等の滅菌状態保全性包装材料
によって滅菌状態で供給することもできる。シード及びマガジンはいずれかの好適な方法
、例えば、スペーサマガジンのスペーサ６５Ａに関して上述してような方法で滅菌するこ
とができる。多様なパッケージの寸法、例えば５個のシード、１０個のシード、又は１５
個のシードが装填されているマガジン５３を含むパッケージを提供することができる。
【００２１】
　埋め込み針を装填するための本発明のローダーデバイスの使用について説明する。オペ
レータはローダー１を垂直な状態で保持するか又は垂直な状態のスタンドに立てる。マガ
ジンのシードディスペンスポート６３とスルーホール１１とが位置合わせ（整列）される
ようになるまで、シード６５を収容しているシードマガジン５３を開口部２１を通して挿
入する。図示しないが、ローダー１は、マガジン５３をこの状態に脱着可能なように保持
するためのロック手段、例えばロック歯を有することが望ましい。それから埋め込み針を
アダプター手段５１に取り付ける。シード及びスペーサが針の底部から落下することを防
止するため、針の底側端部に、脱着可能な封止手段、例えばプラグ又はエンドキャップ等
を設けることもできる。その後、プランジャー３７は、オペレータによってその下側のシ
ードディスペンス位置へ押し下げられる。プランジャー３７が押し下げられると、プラン
ジャー下側部分４３がマガジン５３内のシードディスペンスポート６３を通り抜けること
によって、シード６５がマガジン５３からスルーホール下側部分１７へ押し出される。ス
ルーホール下側部分１７の直径はシードの直径よりも大きいので、シードはスルーホール
１１の中を自由に落下し、スルーホール１１の下側端部及びアダプタ５１を通り抜け、針
の中に入る。それからプランジャー３７は上側の装填位置に引き上げられる。プランジャ
ー下側部分４３がマガジン５３のシードディスペンスポート６３を通って戻る際に、マガ
ジン５３の弾性的手段６７によって新しいシード６５がシードディスペンスポートの中に
装填される。オペレータは、スペーサ受容凹部３１の中に所望の寸法のスペーサ６５Ａを
配置し、スペーサ６５Ａを離す。スペーサ６５Ａは、スペーサの直径より大きい直径を有
する内部シュート３３の中を降下し、アダプター５１を通って針の中に入る。所望する数
のシード及びスペーサーが針の中に装填されるまで、この操作を繰り返す。針は、アダプ
ター５１から外して使用したり、後で使用するために保存したりすることができる。処置
に必要すべての針についてこの操作を繰り返すことができる。
【００２２】
　次に、シードプラグを形成するための本発明のローダーの使用について説明する。オペ
レータは、ローダー１を垂直な状態で保持するか又は垂直な状態のスタンドに立てる。マ
ガジンのシードディスペンスポート６３とスルーホール１１とが位置合わせ（整列）され
るようになるまで、シード６５を収容しているシードマガジン５３を開口部２１を通して
挿入する。その後、シードプラグコンテナをアダプター手段５１に取り付ける。装填が支
障なく行われていることをオペレーターがチェックし、シード及びそのスペーシングの数
をチェックすることができるように、このコンテナは透明であることが好ましい。放射線
からオペレータを遮蔽するため、後記するように、本発明のデバイスの透明コンテナ及び
その他の透明パーツは、放射線減衰特性を有する透明材料、例えば、鉛添加アクリルなど
によって形成することが望ましい。シード及びそのスペーシングの数のチェックを容易に
するため、コンテナに段階的なマークを付することが好ましい。シードがコンテナの底側
端部から落下することを防止するため、コンテナの底側端部に脱着可能なプラグを設ける
か、又は他の方法で封止する。上述したように、プランジャー３７がオペレータによって
下側のシードディスペンス位置へ押し下げられ、シードがコンテナの中へ落とされる。そ
の後オペレーターは、スペーサ受容凹部３１の中に所望の長さのスペーサ６５Ａを配置し
、スペーサ６５Ａを離す。スペーサ６５Ａは、スペーサの直径より大きい直径を有する内
部シュート３３の中を降下し、アダプター５１を通ってコンテナの中に入る。所望する数
のシード６５及びスペーサー６５Ａがコンテナの中に装填されるまで、この操作を繰り返
し、コンテナはアダプター５１から外して使用したり、後で使用するために保存したりす
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ることができる。
【００２３】
　例えば、オペレータがシード６５の放射能を測定するために、シードマガジン５３から
シード６５を取り出そうとする場合、シードマガジン６５を通常のように取り付け、ロー
ダー１の下方にいずれかの好適なコンテナを配置し、プランジャー３７を押し下げること
によってコンテナの中にシード６５を取り出すことができる。
【００２４】
　図７は、本発明のローダー１０１の第２の態様を示している。この態様では、本発明の
第１の態様と同様の機能を有する多くの特徴を有しているが、簡便のためにそれらについ
ては特に説明しない。この態様において、ローダーは、シード用の第１のディスペンス手
段、例えばプランジャー１３７、及びスペーサ用の第２のスペーサディスペンス手段、例
えばプランジャー１９７、並びに第１及び第２のマガジン収容凹部１２３、１８３をそれ
ぞれ有している。上述したように、スペーサマガジン５３Ａはプレカットされたスペーサ
６５Ａを収容しており、シードマガジン５３と同様に機能する。マガジンは滅菌状態であ
って、マガジンの内容物はマガジンに入れる前に滅菌されていることが望ましい。装填さ
れた及び空のマガジン及びローダーは、例えばオートクレーブ内で加熱することによって
殺菌できることは更に望ましい。混乱を避けるために、シードマガジンとスペーサマガジ
ンとは異なる形状及び寸法を有するようにすることができる。このことは、スペーサ６５
Ａ及びシード６５がしばしば異なる長さを有する場合、例えばスペーサ６５Ａは５．５ミ
リメートル長さであって、シード６５が４．５ミリメートル長さであるような場合に特に
望ましい。別法として、経済的観点から、シード及びスペーサに同じマガジンを用いるこ
ともできる。その場合には、混乱を避けるために、互いに異なる色か又は異なるマーキン
グを付することが望ましい。どのような場合であっても、異なる型のマガジンに異なる色
分けをすること、例えば、スペーサ用には白色のマガジンを、シード用には青色のマガジ
ンを供給するは有用である。異なる形状又は寸法のマガジンを使用する場合には、第１及
び第２のマガジン収容凹部の直径Ｄ４、Ｄ１４をそれぞれ対応するように調整して、各凹
部に誤った型のマガジンを取り付けることを防止する必要がある。
【００２５】
　第１のプランジャー１３７は、アダプター１５１を取り付けることができる出口部１０
８に連絡する段付きのスルーホール１１１の中に動けるように取り付けられ、一方、第２
プランジャー１９７も出口部１０８に連絡する段付きのスルーホール１７１の中に動ける
ように取り付けられている。ローダー１０１は、個々のスペーサをスペーサ入口開口部を
通して手で装填する代わりに、プランジャー１６７を押し下げることによって装填するこ
とができることを除いて、ローダー１０１はローダー１と同様にして操作することができ
る。
【００２６】
　図８及び９は、本発明のローダーデバイス２０１の第３の態様を示す。この態様は、本
発明の第１及び第２の態様と同様の機能を有する多くの特徴を有しているが、簡便のため
にそれらについては特に説明しない。理解しやすいように、図８では、プランジャーの隠
された部分を実線で示し、図９ではプランジャー全体を省略している。この態様では、ロ
ーダーには、シード用の第１のディスペンス手段、例えばプランジャー２３７、及びスペ
ーサ用の第２のディスペンス手段、例えばプランジャー２９７、並びに第１及び第２のマ
ガジン収容凹部１２３、１８３をそれぞれ有している。第１のマガジン収容凹部２２３は
シードマガジン５３を収容し保持するように適用されており、第２のマガジン収容凹部２
８３はスペーサマガジン５３Ａを収容し保持するように適用されている。上述したように
、混乱を避けるために、シードマガジン５３とスペーサマガジン５３Ａとは異なる形状又
は寸法又は色彩を有するようにすることができる。第１のプランジャー２３７は、Ｙ字形
状のチャンネル２７７の第１のアーム２７５の頂部に連絡する第１の段付きスルーホール
２１１内に配されており、第２のプランジャー２９７は、Ｙ字形状のチャンネル２７７の
第２のアーム２７９の頂部に連絡する第２の段付きスルーホール２７１内に配されている
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。Ｙ字形状のチャンネル２７７の２つのア－ム２７５、２７９は、Ｙ字形状のチャンネル
２７７の垂直方向の脚部２８１の頂部にて合流する。アーム２７５、２７９は頂部におい
て相対的に幅広く、脚部２８１との交差部分へ向かって先細りになっていることが望まし
い。脚部２８１は、ローダーの底部表面２８５にある開口部２０８まで下方に延びている
。シード６５及びスペーサ６５Ａが脚部２８１で詰まることを防止するため、脚部２８１
の寸法は、シードとスペーサとが互いに追い越したり（又は互いに追い越す状態が始まっ
たり）することを防止するために十分狭く選択することが望ましい。ローダーの後部表面
からローダーの前方へ延びており、脚部２８１と交差するホール２８９の中に、脱着可能
なブロックデバイス、例えばピン２８７を挿入することができる。ホール２８９に挿入さ
れると、このピン２８７は脚部２８１内でシード及びスペーサが通過することを防止する
。ピン２８７は、脚部２８１を塞ぐようにバネによって偏らされるバルブ型部材であって
もよい。ばねバイアスを乗り越えると、ピン２８７は脚部２８１と流体が流通し得る開口
部を提供し、シード及びスペーサのプラグを通過させることができる。ローダー２０１の
前部表面には、放射線遮蔽材料、例えば鉛添加アクリルなどによって形成されることが好
ましい透明部分２９１が設けられており、これによってオペレータは脚部２８１内のシー
ドから出る放射線から保護されながら、脚部２８１の内容物を観察することができる。こ
の透明部分２９１は、経路の清浄化、異物の排除、又は詰まったシード又はスペーサの排
除を容易に行うために、迅速かつ容易に取り外すことができるように設けることができる
。シードを取り除く必要がある場合、このように迅速に分解することは、オペレータがシ
ードからの放射線に曝されるのがごく短時間であって、オペレータはごく低い線量で照射
を受ける。シード及びスペーサのプラグを形成する場合、ピン２８７をブロック位置に配
置して、シード及びスペーサをピン２８７上に落下させ、脚部２８１にシード及びスペー
サを入れる。透明部分２９１に、デバイス内のシード及びスペーサの数をチェックするの
を支援するグラジュエーション・マークを設けることができる。透明部分２９１は、オペ
レータがプラグ形成中に中断させられたような場合等において、オペレータが復帰すると
きに形成中のプラグの状態をチェックすることができる。シード及びスペーサの標準的で
ないアレンジメント、例えば変化し得る数のスペーサによってシードを分けることも、針
の中に装填する前に透明部分を通して目視的に確認することができる。ローダー２０１は
、ローダー１０１と同様にして操作することができる。
【００２７】
　図１０に模式的に示すが、本発明の更なる態様では、単一のプランジャー３３７を用い
て、スペーサ６５Ａ及びシード６５を交互に装填する。プランジャー３３７はピストン３
５１に接続され、ピストン３５１は２つの延長部３５３、３５５を有し、各延長部３５３
、３５５はＹ字形状のチャンネル３７７の腕３７５、３７９と位置合わせされており、こ
れによってシード及びスペーサ移送経路が形成されている。延長部３５３は延長部３５５
より短い。このことは、プランジャー３３７が押し下げられると、第２のマガジン収容ポ
ート３５３内のマガジン（図示せず）の中を延長部３５３が通過する前に、第１のマガジ
ン収容ポート３５９内のマガジン（図示せず）の中を延長部３５５が通過することになる
ということを意味する。プランジャー３３７には、これが支持されるホール３１１の内側
のバネ装着されたインデキシング・ピン３６３に対応する３つの凹部３６１’－３６１''
'が設けられている。第１の凹部３６１’をインデキシング・ピン３６３と位置合わせさ
せると、その場合にはいずれの延長部もマガジン収容ポート３５７、３５９内にはない。
第２の凹部３６１”をインデキシング・ピン３６３と位置合わせさせると、その場合には
延長部３５５がマガジン収容ポート３５７、３５９のレベルを通過する。第３の凹部３６
１'''をインデキシング・ピン３６３と位置合わせさせると、その場合には延長部３５５
がマガジン収容ポート３５７、３５９のレベルを通過する。オペレータは、第１の凹部３
６１’がインデキシング・ピン３６３に位置合わせされるようになるまでプランジャー３
３７を持ち上げた後、このローダーにマガジンを装填することができる。第１のマガジン
はシードを収容し、第２のマガジンはスペーサを収容していると理解されたい。オペレー
タは、第２の凹部３６１”がインデキシング・ピン３６３に位置合わせされるようになる
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までプランジャー３３７を押し下げることによって、第１のマガジンからシード６５を排
出させることができる。第３の凹部３６１'''がインデキシング・ピン３６３に位置合わ
せされるようになるまでプランジャー３３７を押し下げることによって、スペーサ６５’
を排出させることができる。次のシードを排出させる前に、次のスペーサを排出させるこ
とを所望する場合、第２の凹部３６１”がインデキシング・ピン３６３に位置合わせされ
るようになるまでプランジャー３３７を押し上げ、その後再度押し下げる。それからシー
ドの装填を所望する場合には、第１の凹部３６１’がインデキシング・ピン３６３に位置
合わせされるようになるまでプランジャーを上昇させ、その後、第２の凹部３６１’がイ
ンデキシング・ピン３６３に位置合わせされるようになるまでプランジャーを降下させる
。
【００２８】
　図１１を参照すると、本発明は、本発明のローダー用のスタンドアッセンブリ４００を
更に備えている。このスタンドアッセンブリ４００は上述したいずれのローダーと共に用
いることもできるが、ここではローダー２０１と共に用いる場合について説明する。
【００２９】
　スタンドアッセンブリ４００は、重力を利用して、ディスペンスポート２０８を通して
シード及びスペーサを通過させる向きにローダー２０１の長尺のローダーボディ部を保持
するように設けられる。スタンドアッセンブリ４００は、ベース部材４０２、並びに、ロ
ーダー２０１の長尺のローダーボディ部とベース部材４０２との間に延びる長い脚部４０
４を有している。長尺の中空針４０６がコンテナアダプター２５１に取り付けられ、シー
ド及びスペーサの規則的な列を受容する。ローダー２０１が放射線シードの装填に有用な
場合、細長く平面状の遮蔽部材４０８を脚部４０４に対して動かして取り付け、針４０６
の中にディスペンスされるシードの放射線からユーザーを遮蔽する。遮蔽部材４０８は、
ユーザーとコンテナアダプター２５１に取り付けたコンテナとの間で延びる第１の状態と
、ユーザーのコンテナアダプター２５１に取り付けたコンテナへのアクセスを許容する第
２の状態との間で動かすことができるように取り付けられる。更に、流出物保持カップ４
１０は、ディスペンスポート２０８のレジストリの下側にあるベース部材４０２に位置し
ている。カップ４１０は、ローダーに配置されて、底部アパーチャが不注意によって開い
たままになっている場合のコンテナから又は開口部２０８を通過したシード又はスペーサ
を捕捉し及び保持する機能を果たす。
【００３０】
　本発明のローダー１、１０１、２０１は、放射線を遮蔽する材料、例えば鉛添加プラス
チック、ステンレス鋼、鉛ガラス、鉛、タングステン等のから形成されることが好ましい
。
【００３１】
　上記の態様は、シード及びスペーサ用の別のディスペンスポートを設けることによって
変更することができる。これらの開口部を１つの針又はコンテナと透明チューブによって
接続し、ローダー内のディスペンス経路を垂直にすること、及び、これによってローダー
に詰まりが生じる可能性を低減することを達成することができる。透明チューブを用いる
ことによって、オペレーターがチューブ内でシード又はスペーサが詰まりを生じたか否か
をチェックすることができるようになる。更に、図１１は、プランジャー２３７及び２９
７の間に設けられたディバイダ２９８を示している。隣接したプランジャーを分けるよう
にディバイダを設けることによって、ユーザーがディスペンス操作の間に、違う方のプラ
ンジャーを誤って押し下げないことを更に確保することもできる。
【００３２】
　上述した態様は、スペーサマガジンがない場合には、オペレーターが手で（好ましくは
鉗子等を用いて）ポートにスペーサを挿入し、スペーサ移送経路の中にスペーサを落下さ
せるような寸法に形成されたスペーサマガジン収容ポートを有するデバイスを設けること
によって変更することができる。別法として、オペレーターがマガジンを用いるか、又は
スペーサ若しくは他の材料を手で装填するかを選択できるように、スペーサマガジン収容
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ポート、又は、スペーサ若しくは他の材料をスペーサ移送経路の中に人手によって導入す
るための別のポートの両者をデバイスに設けることもできる。更に、シードはローダーの
一方の側から常にディスペンスされ、スペーサはローダーの他方の側から常にディスペン
スされるように、シードマガジンとスペーサマガジンとの間で、ローダーとの結合形状が
異なるようにすることも考えられる。
【００３３】
　更に、コンピュータによって又はオペレータの遠隔操作によって制御することもできる
プランジャー活性化手段を設けることによって、本発明のデバイスをオートメーションに
容易に適応させることができる。好適な作動手段は、例えば、電動機のような油圧若しく
は空気圧のアクチュエーター、又は電気的に動力が付与されるアクチュエーター、例えば
電動モータ、線形アクチュエーター等であってよい。更に、ロボットアームのようなマガ
ジン交換手段を設けることもできる。
【００３４】
　本発明の精神及び範囲から離れることなく、本願明細書に記載した本願の発明について
多くの変更及び修正を行うことができる。実施態様として記載した特定の態様例は説明の
ためのものであって、本発明は特許請求の範囲に記載する特徴によって規定される。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】図１は、本発明のローダーデバイスの第１の状態における１つの態様を示す正面
図である。
【図２】図２は、図１のデバイスに示す側面図である。
【図３】図３は、図１に示すローダーデバイスの第２の状態を示す正面図である。
【図４】図４は、図３のデバイスに示す側面図である。
【図５】図５は、本発明のローダーデバイスと共に用いるのに適するマガジンの１つの態
様を示す側面図である。
【図６】図６は、図５のマガジンに示す端面図である。
【図７】図７は、本発明の第２の態様を示す正面図である。
【図８】図８は、本発明の第３の態様を示す正面図である。
【図９】図９は、図８に示すデバイスの側面図である。
【図１０】図１０は、本発明の第４の態様を示す正面図である。
【図１１】図１１は、本発明のいずれかのローダーデバイスと共に用いるのに適用し得る
スタンドアッセンブリと、本発明のローダーデバイスを示す正面図である。
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